
市街地再開発事業の概要

土地の合理的かつ健全な高度利用と

都市機能の更新を図る

事業の目的 （都市再開発法第１条）
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市街地再開発事業の概要

○敷地等を共同化し高度利用することにより、公共施設用地を生み出す

○従前権利者の権利は、等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられる（権利床）

○高度利用によって新たに生み出された床（保留床）を処分して事業費に充てる

事業の仕組み



市街地再開発事業の概要

事業の施行区域要件（都市再開発法第３条、第３条の２）

＜第一種市街地再開発事業の場合＞

○ 高度利用地区、特定地区計画等区域等内

○ 地区内の耐火建築物の割合が１/３以下

○ 十分な公共施設がないこと、土地が細分化されていること等、

土地の利用状況が不健全

○ 土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に貢献

＜第二種市街地再開発事業の場合＞

第一種市街地再開発事業要件に加えて、次のいずれかに該当する、

0.5ha以上（防災再開発促進地区の区域内は0.2ha以上）の地区

○ 安全上、防災上支障がある建築物が7/10以上

○ 重要な公共施設の緊急整備が必要



市街地再開発事業の概要
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・建築物工事
・公共施設工事
・保留床の処分

・権利者のコンセンサス作り
・再開発の素案検討
・床用途の検討
・公共施設整備の検討

・測量 ・調査の実施
・資金計画の作成
・事業内容の確定

・実施設計
・権利調整
・保留床
処分先決定

・既存建物除却
・整地
・転出者等補償

事業の流れ（第一種市街地再開発事業）



市街地再開発事業に対する支援制度

事業費支援

社会資本整備総合交付金等 内容 国費率

市街地再開発事業
都市局： 市街地整備
住宅局： 住環境整備

施設建築物及びその敷地の整備に要する費用の一部
１）調査設計計画費
（事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費、権利変換計画作成費）

２）土地整備費
（建築物除却費、整地費、仮設店舗等設置費、補償費等）

３）共同施設整備費 等

1/3

道路事業
都市局のみ

都市計画道路等の整備に要する費用
１）用地費及び補償費
２）工事費
３）測量及び試験費 等

1/2 等

道路事業

市街地再開発事業



市街地再開発事業に対する支援制度

①施行区域面積
《重要な公共施設整備を伴う場合・公共団体施行の場合（都市局所管事業）》
・原則10,000㎡以上（一定の要件に該当すれば5,000㎡、2,000㎡又は1,500㎡以上）

《上記以外（住宅局所管事業）》
・組合・再開発会社施行は、原則5,000㎡以上（一定の要件に該当すれば1,000㎡以上）
・個人、都市機構、公社施行は1,000㎡以上

②市街地再開発事業の都市計画決定済み（又は年度内決定が確実）

③法律により都市政策上の位置づけがある地区の事業等

市街地の再開発を促進すべき地区（2項・2号地区）又は都市計画区域マスタープラン
において都市の拠点として位置づけられたエリアであり、かつ、次のいずれかの地区
・都市機能誘導区域 ・特定都市再生緊急整備地域 ・防災再開発促進地区

④交付対象となる住宅の共用廊下等が一定のバリアフリー基準
を満たすこと

交付対象要件



市街地再開発事業の交付対象項目

調査設計計画 事業計画作成、地盤調査、建築設計、権利変換計画作成

土地整備 建築物除却、整地、仮設店舗等設置、補償費等

共同施設整備 空地等 通路、駐車施設、児童遊園、広場、緑地、2号施設、地区施設、
地区防災施設

供給処理施
設

給水施設、排水施設、電気施設、ガス供給施設、電話施設、ご
み処理施設、情報通信施設、熱供給施設

その他の施
設

地区計画等に定められた施設の整備に要する費用、共用通行
部分（分譲共同住宅（保留床に係る部分は除く））、防災機能強
化、防災関連施設、防音・防震工事、社会福祉施設等との一体
的整備、立体的遊歩道及び人工地盤施設、公共用通路、駐車
場、電気室及び機械室、集会室及び管理室、高齢者等生活支
援施設、子育て支援施設、避難施設、消火施設及び警報装置、
監視装置、避雷設備、テレビ障害防除施設、共用搬入施設、歴
史的建築物等再生、災害時に活用可能な集会所等の施設、特
に国土交通大臣が承認したもの

市街地再開発事業に対する支援制度
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市街地再開発事業に対する支援制度

共同施設整備 交付対象イメージ
＜凡例＞
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